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１．2026年３月期第３四半期の業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 5,630 △2.1 △116 － 92 74.0 57 85.6
2025年３月期第３四半期 5,749 7.3 7 － 53 － 31 －

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 43.13 －
2025年３月期第３四半期 23.29 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 17,597 10,798 61.4
2025年３月期 14,035 8,959 63.8

(参考) 自己資本 2026年３月期第３四半期 10,798百万円 2025年３月期 8,959百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 － － － 30.00 30.00
2026年３月期 － － －
2026年３月期(予想) － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2026年３月期の業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,250 5.2 △190 － 20 △65.5 145 281.6 108.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む) 2026年３月期３Ｑ 1,540,000株 2025年３月期 1,540,000株

② 期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 201,509株 2025年３月期 201,129株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 1,338,650株 2025年３月期３Ｑ 1,335,821株

(注) 当社は「株式給付信託(BBT)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている「株式給付

信託(BBT)」に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控

除する自己株式に含めております。

※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査
法人によるレビュー

： 有（任意）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績

予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．経営成績等の概況（３）業績予想などの将来予測情報に関する説

明」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

当第３四半期累計期間における我が国経済は緩やかな回復基調にあるものの、先行きについては国際情勢等を受

けた資源価格の上昇、米国の関税政策や地政学リスク等、依然として不透明な状況にあります。

海運造船業界は、国際海運の分野では円安効果もあり大型船のみならず近海船建造の造船所においても新造船の

商談は活発となっており、当社の主要顧客が多い内航海運の分野でも、鋼材価格や資機材高騰による船価高は続い

ているものの、既存船の老齢化が進んでいる影響から輸送能力の維持・確保に向けて、新造船の商談は戻りつつあ

ります。また海外案件につきましてもアジア圏を中心に引き合いは増加傾向を示しております。

このような状況下、当社では、海運造船業界が求める環境規制対応を主とした脱炭素社会の実現に向けた研究開

発活動を加速させることに加え、清浄装置事業、BDF（バイオディーゼル燃料）製造事業などの新規事業の拡大を図

り、受注活動を積極的に進め、当社ブランド力の向上を図ってまいります。

当第３四半期累計期間における業績は、舶用内燃機関及び部分品・修理工事の売上は増加しましたが、陸上部門

の売上が計画を下回り、売上高5,630百万円（前年同期比2.1％減）となりました。収益面では材料費をはじめ各種

経費の値上げ圧力はあるものの、メタノールエンジン開発に関する助成金収入等の営業外収益を計上した結果、経

常利益92百万円（前年同期比74.0％増）、四半期純利益57百万円（前年同期比85.6％増）となりました。

（２）当四半期の財政状態の概況

当第３四半期会計期間末の総資産は17,597百万円となり、前事業年度末に比べ3,562百万円増加いたしました。主

な要因は株価上昇による投資有価証券の増加等に伴う固定資産の増加（2,556百万円）によるものです。

当第３四半期会計期間末の負債は6,799百万円となり、前事業年度末に比べ1,723百万円増加いたしました。主な

要因は支払手形及び買掛金の増加による流動負債の増加（1,118百万円）によるものです。

当第３四半期会計期間末の純資産は10,798百万円となり、前事業年度末に比べ1,838百万円増加いたしました。主

な要因は、保有株式の株価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加（1,823百万円）によるものです。

この結果、当第３四半期会計期間末における自己資本比率は61.4％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想及び配当予想につきましては、第３四半期実績及び今後の受注動向等を踏まえ2026年2月12日に通期の業

績予想を修正いたしております。詳しくは、同日付け公表の「特別利益の計上（投資有価証券売却益）及び通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

配当予想につきましては、現時点で今後の動向を見通す合理的な算定を行うことは困難であるため、未定とさせ

ていただきます。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 723,923 432,050

受取手形及び売掛金 2,769,830 2,866,461

製品 96,846 168,365

仕掛品 2,442,234 3,408,707

原材料及び貯蔵品 617,062 797,154

その他 88,850 71,140

貸倒引当金 △87 △88

流動資産合計 6,738,659 7,743,789

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,459,877 1,435,289

その他（純額） 2,104,042 2,011,593

有形固定資産合計 3,563,919 3,446,882

無形固定資産 66,740 64,292

投資その他の資産

投資有価証券 2,302,766 4,967,219

その他 1,381,431 1,392,853

貸倒引当金 △18,230 △17,730

投資その他の資産合計 3,665,967 6,342,343

固定資産合計 7,296,628 9,853,517

資産合計 14,035,287 17,597,307
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,400,780 1,712,945

短期借入金 469,260 750,972

未払法人税等 17,417 40,916

賞与引当金 150,600 81,440

製品保証引当金 62,616 65,285

受注損失引当金 77,992 71,531

その他 923,860 1,497,908

流動負債合計 3,102,526 4,220,999

固定負債

長期借入金 679,764 516,901

引当金 56,993 65,152

その他 1,236,649 1,995,996

固定負債合計 1,973,407 2,578,049

負債合計 5,075,933 6,799,048

純資産の部

株主資本

資本金 1,510,000 1,510,000

資本剰余金 926,957 926,943

利益剰余金 5,746,092 5,762,882

自己株式 △406,497 △407,501

株主資本合計 7,776,552 7,792,325

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,182,801 3,005,933

評価・換算差額等合計 1,182,801 3,005,933

純資産合計 8,959,354 10,798,259

負債純資産合計 14,035,287 17,597,307
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

売上高 5,749,335 5,630,176

売上原価 4,640,829 4,633,936

売上総利益 1,108,506 996,240

販売費及び一般管理費 1,100,615 1,112,666

営業利益又は営業損失（△） 7,891 △116,426

営業外収益

受取利息 3,903 4,363

受取配当金 62,203 84,151

助成金収入 736 82,769

補助金収入 - 36,068

その他 7,413 17,534

営業外収益合計 74,257 224,885

営業外費用

支払利息 11,980 15,488

役員退職慰労金 6,685 -

その他 10,121 118

営業外費用合計 28,788 15,607

経常利益 53,360 92,852

税引前四半期純利益 53,360 92,852

法人税等 22,244 35,112

四半期純利益 31,115 57,739
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当第３四半期累計期間（自 2025年４月１日 至 2025年12月31日）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期累計期間（自 2025年４月１日 至 2025年12月31日）

該当事項はありません。

（四半期特有の会計処理に関する注記）

税金費用の計算

税金費用については、事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、見積実効税率を用いて税金を計算する

と著しく合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に法定実効税率を乗じた金額に、

繰延税金資産の回収可能性を考慮しております。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメント

であるため、記載を省略しております。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

減価償却費 306,136千円 389,360千円

（重要な後発事象）

（投資有価証券の売却）

当社は、2026年2月10日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決議致

しました。

(1) 投資有価証券売却の理由

政策保有株式の縮減を進め、資本効率の向上を図るため

(2) 投資有価証券売却の内容

売却株式 当社保有の上場有価証券２銘柄

売却時期 2026年２月12日から2026年３月31日

売却益 約190百万円（見込み）
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３．その他

生産、受注及び販売の状況

当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメント

であります。

①生産実績

当第３四半期累計期間の生産実績は次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比増減率(％)

内燃機関関連事業 5,672,745 △4.1

(注) 金額は、販売価格によっております。

②受注実績

当第３四半期累計期間の受注実績は次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比増減率(％) 受注残高(千円) 前年同期比増減率(％)

内燃機関関連事業 7,033,771 3.3 6,374,356 88.2

③販売実績

当第３四半期累計期間の販売実績は次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比増減率(％)

内燃機関関連事業 5,630,176 △2.1
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独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年２月12日

株式会社赤阪鐵工所

取締役会 御中

東 陽 監 査 法 人

名古屋事務所

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 桐 山 武 志

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 橋 本 健太郎

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社赤阪鐵工所の2025年４月１日から2026年３

月31日までの第128期事業年度の第３四半期会計期間（2025年10月１日から2025年12月31日まで）及び第３四半期累計期

間（2025年４月１日から2025年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算

書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表

等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、

四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信

じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ

れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記

載の省略が適用されている。）に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要

な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に

公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める

記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期

財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基

準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成さ

れていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確

実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を

表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び

我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基

準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータ及びHTMLデータは期中レビューの対象には含まれていません。


